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富山県告示第377号 

   県営土地改良事業換地計画書の縦覧について 

 土地改良法（昭和24年法律第 195号）第89条の２第１項の規定により、県営公害 

防除特別土地改良事業黒部２次地区堀切換地区の換地計画を定めたので、同条第４ 

項において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、関係書類を次のとおり 

縦覧に供する。 

  平成27年９月25日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 縦覧に供すべき書類 

  換地計画書の写し 

２ 縦覧の期間 

    平成27年９月29日から 

    平成27年10月28日まで 

３ 縦覧の場所 

  黒部市役所 

教示 

 １ この換地計画に不服があるときは、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算し 

  て15日以内に、富山県知事に対して異議申立てをすることができます。 

毎週月.水.金曜日発行 
平成27年９月25日 

金 曜 日 
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 ２ この換地計画に不服があるときは、土地改良法の規定により、１の異議申立 

  てに対する決定を経た場合に、当該決定があったことを知った日の翌日から起 

  算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟において富山県を代表する者 

  は、富山県知事となります。）、当該異議申立てに対する決定の取消しの訴え 

  のみ提起することができます。 

 

 

富山県告示第378号 

   身体障害者福祉法第15条第１項に規定する医師の担当障害区分の一部 

   辞退について 

 身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）第15条第１項に規定する医師から担 

当障害区分を一部辞退する旨の届出があったので、次のとおり告示する。 

  平成27年９月25日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

氏名 
従事する 
医療機関の名称及び
所在地 

担当する 
医療の種類 

担当する 
障害区分 

変 更 
年月日 

池田 謙三 医療法人社団望生会
泉が丘内科クリニッ
ク 
高岡市佐野 892の1 

内科 変更前 肢体、心臓、 
呼吸器、小腸、
腎臓 

平成27年 
６月15日 

変更後 腎臓 

小島  明 医療法人社団小島医
院 
高岡市東中川町６－
10 

泌尿器科 変更前 腎臓、直腸、 
膀胱 

平成27年 
６月15日 

変更後 腎臓、膀胱 

大田  亨 魚津病院 
魚津市友道 789番地 

内科 変更前 肢体、心臓 平成27年 
６月15日 変更後 肢体 

河合 盛光 河合内科医院 
氷見市中央町12番８
号 

内科 変更前 肢体、心臓、 
呼吸器、腎臓、
小腸 

平成27年 
６月17日 

変更後 心臓、呼吸器、
腎臓 

大桑  仁 大桑内科クリニック 
高岡市博労本町10番
18号 

内科 変更前 肢体、心臓、 
呼吸器、腎臓、
小腸 

平成27年 
６月18日 

変更後 肢体、心臓、 
呼吸器、腎臓 
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明 さおり 医療法人社団ありそ

クリニック 
魚津市北鬼江1丁目５
番25号 

内科 変更前 肢体、心臓、 
呼吸器 

平成27年 
６月18日 

変更後 呼吸器 

明  茂治 医療法人社団ありそ
クリニック 
魚津市北鬼江１丁目
５番25号 

内科 変更前 肢体、心臓、 
呼吸器 

平成27年 
６月18日 

変更後 呼吸器 

島崎 圭一 医療法人社団島崎内
科医院 
射水市小島 902 

内科 変更前 肢体、心臓、 
呼吸器、腎臓、
小腸 

平成27年 
６月18日 

変更後 心臓、呼吸器、
腎臓、小腸 

上野 一夫 上野医院 
高岡市木津 603番地 

外科 変更前 肢体、心臓、 
呼吸器、腎臓、 
直腸、膀胱、 
小腸 

平成27年 
６月20日 

変更後 肢体、呼吸器、 
直腸 

 

 

富山県告示第379号 

   地籍調査の成果の認証について 

 射水市における地籍調査の成果は、国土調査法第19条第２項の規定により、国土 

調査の成果として認証した。 

  平成27年９月25日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 調査を行った者の名称 

  射水市 

２ 調査を行った時期 

  平成24年４月16日から 

  平成27年３月18日まで 

３ 成果の名称 

  射水市（大字串田の一部）の地籍図及び地籍簿 

４ 調査を行った地域 

  射水市（大字串田の一部） 
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５ 認証年月日 

  平成27年９月11日 
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